
 

○伊方町体験プログラム利用促進事業補助金交付要綱 

令和２年９月４日 

告示第76号 

（目的） 

第１条 この告示は、観光需要の喚起及び交流人口の拡大を図るとともに体験型観光の受入

れを促進するため、町内で実施している体験プログラム利用者に対して、予算の範囲内に

おいて、伊方町体験プログラム利用促進事業補助金（以下「補助金」という。）を交付す

ることについて、必要な事項を定めるものとする。 

（体験プログラムの定義） 

第２条 この告示において「体験プログラム」とは、町の歴史、文化、自然環境、産業等に

関連のある観光素材を活用し、体験指導者の案内及び指導により、体験サービスを提供す

る事業をいう。ただし、単に物品や飲食等の提供のみを実施するものを除く。 

（交付の対象） 

第３条 補助金の交付対象となる者は、町内で実施している体験プログラムを提供する事業

者で、あらかじめ町の認定を受けた事業者とする。 

２ 補助金の交付対象となる体験プログラムは、前項の事業者が実施するもので、あらかじ

め町の認定を受けたものとする。ただし、事業内容が既に認定されている体験プログラム

と同様のものは、申請することはできない。 

（認定の有効期間） 

第４条 交付対象事業者の認定の有効期間は、認定を受けた日（以下、「認定日」という。）

の属する年度から起算して10箇年度を限度とする。 

２ 交付対象となる体験プログラムの認定の有効期間は、認定日の属する年度から起算して

５箇年度を限度とする。 

（補助額） 

第５条 補助金の額は、体験プログラム利用料の２分の１に相当する額（その額に100円未

満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とする。ただし、次の各号に掲げる区分

に応じ、それぞれの当該各号に定める額を上限とする。 

(１) 第３条第２項の規定による認定日の属する年度から起算して３箇年度以内 1,000

円 

(２) 認定日の属する年度から起算して４年度から５年度まで 500円 

２ 前項の補助金の額の算定に当たっては、他の助成事業との併用を可能とする。この場合



 

においては、当該事業による助成額を除いた２分の１の額を補助対象経費とする。 

（申請及び請求） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、体験プログラム利用促進事業補助金申請書兼

請求書（別記様式）に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

（取消及び返還） 

第７条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金

の全部又は一部を取消し、当該補助金を返還させることができる。 

(１) 不正な行為により、補助金の交付を受けたとき。 

(２) その他、町長が不適当と認めたとき。 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和２年９月４日から施行する。 

附 則（令和４年４月１日告示第51号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月31日告示第44号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年１月19日告示第４号） 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 


